


三重労使雇用支援機構活動報告（平成 26 年度） 
 

①仕事と家庭が両立できる職場づくり支援事業 

 （事業の目的） 

 仕事と家庭が両立できる職場づくりのために、中小企業・小規模企業が行う取組を支援することによ

り、当該企業の従業員の職場定着率を高めることを目的とする。 

 

 県内に本社を置く中小企業・小規模事業者の中で「仕事と家庭が両立できる職場づくり」に取組たい

企業に対して、次のような支援を行っています。 

①労使で協議を行う場の設定、労使による取組の支援 

②職場における現状のチェック及びニーズ調査の支援 

③専門家（特定社会保険労務士等）による就業規則等のチェックや制度見直しの支援 

④他企業の取組内容、関連する法制度等の情報提供 

 

※現在、制度改革に取組企業１社、風土改革に取組企業８社を支援。また、風土改革に取組企業で、各 

職場の若手従業員からなる検討会議の設置、また、各工場女性スタッフで構成する検討会議の設置で、 

私共、支援員の参加し、取組内容の検討や、進め方等行っている。現在、支援先企業２社が「くるみ 

ん」の認定に向けて活動しており、それらも支援している。 

 

 

②働き方改革（企業のワーク・ライフ・バランス）周知・啓発事業 

 （事業の目的） 

  労使・国・県が協働して平成２４年度に実施した、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた県内

企業等へのヒアリング調査結果及び、検討会議で作成した「働き方改革推進プログラム」を利用し、

企業でのワーク・ライフ・バランスの取組周知を行う。また、企業におけるワーク・ライフ・バラン

スの取組推進を図るため、セミナーの開催及び普及啓発を行う。 

 

  働き方改革促進セミナー開催 

   日時：平成２７年１月３０日（金） 

   場所：プラザ洞津 

   参加者   名 

   基調講演：「ワーク・ライフ・バランス～我が社の挑戦～」 

   講師：ライフネット生命保険株式会社 

        代表取締役会長兼ＣＥＯ 出口 治明 氏 

   事例報告：三重県委託事業「仕事と家庭が両立できる職場づくり支援事業」の 

        活動報告及び取り組み事例報告 

   報告者：三重労使雇用支援機構 運営委員 中村 和仁 
 

 


